
東大阪市公告第   号  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第９項及び東大阪市民美術セン

ター条例（平成９年東大阪市条例第３０号）第７条第３項の規定により同条第２項に規定

する東大阪市民美術センターの特別の展示の観覧に係る料金を承認したので、同条第４項

の規定により公告する。  

 

  令和８年５月２７日  

東大阪市長 野 田 義 和  

 

 

 １．特別の展示の観覧に係る料金 １，０００円  

７５


